
感染症予防計画の一部改正（案）に対する県民の皆様からのご意見と県の考え

※感染症法：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

番

号 
ご 意 見 県の考え方 

1 適正な改正であり、改正案に賛同する。 
今後とも感染症対策を推進し、感染症の発生の予

ん延の防止に努めてまいります。 

2 

愛知県には国際空港があり、今後も海外からの感染

症の侵入が心配であり、こういった面からも実行性

のある計画と万全の準備をお願いしたい。 

今後とも検疫所と連携し、対策を進めてまいりま

3 
生物テロ、新型インフルエンザ等に関して県民がパ

ニックにならないように万全の策をお願いしたい。

感染症予防計画では、緊急時において、県民に有

をパニック防止という観点も考慮しつつ、可能な

することが重要であるとしています。このため、

ら準備を進めるとともに、緊急時には県民に対し

情報を提供していきたいと考えております。 

4 
国民の生命に関わる大切なことなので、慎重に適切

に取り組んでほしい。 

今後とも慎重かつ適切に感染症対策を推進し、感

生の予防及びまん延の防止に努めてまいります。

5 予防計画については強力化を希望する。 
感染症に関する動向等を踏まえながら、今後とも

じて感染症予防計画を改正するなど対応をしてい

6 
一般県民には予防計画に関する知識がなく、これは

県の PR の不足である。 

感染症予防計画につきましては、今後とも様々な

じて、県民の皆様に広報してまいります。また、

部健康担当局健康対策課のホームページにも全文

しております。 

7 
冷静かつ迅速な情報公開と対応指針の提示を行っ

てほしい。 

8 

国や県の対応を一層強化し、情報提供を迅速に行

い、医療機関でも適切に対応できるようにしてほし

い。 

9 

感染症に関して生活の仕方、予防接種の種類、感染

症毎の医療機関の紹介等具体的な情報をわかりや

すく広報誌や新聞等で提供してほしい。 

10 
性感染症に対する啓蒙活動が必要であり、そのこと

の記載が必要ではないか。 

11 

市民が本当にほしい情報は、結核や新型インフルエ

ンザに感染した場合、どこの病院で対処されるのか

ということであり、体制を整備してほしい。 

12 
結核については、県民に対して定期的に知らせてい

くべきだと思われる。 

感染症予防計画では、県及び市町村は適切な情報

正しい知識の普及等を行うことが重要としていま

おいては、感染症法に基づいて医療機関から報告

染症の発生数や各種感染症の情報等について、県

所や健康対策課のホームページに掲載する他、特

症が流行している場合には、人権を尊重しながら

等の報道発表を行うなど積極的に県民の皆様へ情

供しています。 

今後とも積極的な広報に努めてまいります。 

13 
インフルエンザの他、各種予防接種に対する公的な

費用補助等を検討してほしい。 

予防接種法に基づく予防接種につきましては、市

料で実施しています（高齢者へのインフルエンザ

種は一部自己負担あり）。 

14 
新型インフルエンザ予防のためのワクチン接種に

対する医療補助を行ってほしい。 

国の新型インフルエンザ対策ガイドラインによれ

インフルエンザの分離ウイルスを特定後に、ワク

産を開始することとしています。ワクチン接種に

は、通常のインフルエンザと同様の形態となると

ます。 
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15 

老人施設入所等の際に感染症の検査実施を施設か

ら要求されるが、人権の尊重という点から問題があ

るように思われる。必要以上の感染対策について注

記ででも記述できないか。 

感染症予防計画では、病院、診療所、老人福祉施設等の開

設者等は、施設における感染症の発生の予防やまん延の防

止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

いとされ、また、感染症の患者等について、偏見や差別を

もって患者等の人権を損なわないようにしなければなら

ないとされています。 

従いまして、開設者等が施設内の感染症の発生予防やまん

延防止のため必要な情報を収集することは否定されるも

のではないと考えますが、当然のことながら、収集する情

報は、感染症の発生予防及びまん延防止のために必要とな

る最小限のものに限り、また、感染者等への対応について

もその人権を十分尊重しなければならないと考えます。 

1 件 

16 
人権そのものは法律で保障されており、どちらかと

いえば「人権への配慮」が優先字句に思われる。 

「人権への配慮」を「人権の尊重」と改正するのは、より

人権を重んじるということを改めて記載したものであり

ます。 

1 件 

17 
患者が人権侵害を受けた際にこれらを告発する機

関を設置してほしい。 

感染症法では、同法に基づき入院した患者が入院時に受け

た処遇について、知事に対し苦情の申し出を行うことがで

きるとされています。 

1 件 

18 
強制的に隔離する場合には複数の医師の同意が必

要としてほしい。 

感染症法では、患者に対して入院を勧告することとされて

おり、強制的な隔離は行っていません。 

なお、入院勧告を行う場合は、感染症診査協議会（5 人の

委員で構成）へ報告し、期間延長を行う場合は、同協議会

の承認を得ることになっています。 

1 件 

19 

人権については、配慮、尊重されるべきであるが、

運用に当たっては一定の制限があって止むを得な

いものと思われる。感染拡大防止が第一と思われ

る。 

感染拡大防止のため、患者への入院勧告、特定の仕事に就

くことの制限などを行っていますが、これらを行う場合に

は、十分な説明を患者やその家族に行い理解を得るように

努めています。 

1 件 

20 
感染症の発生に備えて、十分な準備や想定訓練を行

ってほしい。 

感染症の発生に備え、机上訓練や実地訓練を実施するとと

もに、国や検疫所等の訓練に参加し、関係機関との連携を

深めています。 

1 件 

21 県に感染症予防の専門スタッフを養成してほしい。

感染症予防計画のなかでは、感染症に関する人材の養成の

ため、国立保健医療科学院や国立感染症研究所等で開催さ

れる研修会に職員を派遣する他、保健所等の職員を対象と

した研修会を開催することとしています。今後もこうした

機会を利用して専門スタッフの養成に努めてまいります。

1件 

22 
実行にあたって医師等必要な人材は確保できるの

か。 

平常時から保健所等の職員の研修に努めております。ま

た、必要に応じて医師会等関係機関に協力をいただくこと

になりますが、この点についても医師等の果たすべき役割

として感染症予防計画に規定しております。 

1 件 

23 
感染症に関する専門の医療機関の確保が重要であ

る。 

感染症法に基づき、県内 16 医療機関を感染症指定医療機

関に指定しています。 
1 件 

24 
ＶＲＥのサーベイランスも含め、院内感染に関する

管理体制は構築されているのか。 

ＶＲＥ（バンコマイシン耐性腸球菌）については、感染症

法において、患者を診断した医師は、保健所に届け出るこ

ととされています。 

また、感染症予防計画では、医療機関の管理体制について、

院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止に努める

こととしています。 

1 件 
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25 
病原体ごとに管理体制の整備とマニュアルを作成

してほしい。 

厚生労働省、国立感染症研究所等から施設や感染症別のマ

ニュアルが示されており、ホームページで公表されていま

す。 

1 件 

26 

保健所の感染症に関する健診を充実させてほしい。

結核健診の廃止のような感染症対応機能を後退さ

せるようなことはしないで欲しい。 

赤痢、コレラや腸管出血性大腸菌Ｏ157 など、そのまん延

を防止するため必要と認められるときは、保健所や衛生研

究所において検便などの健康診断を実施しています。 

また、結核の接触者の健康診断については、住民の利便性

を向上させ受診率を高めるために、身近な医療機関で健康

診断が行えるように 19 年 4 月から体制を整備したところ

であり、今後とも接触者の把握及び受診率の向上に努めて

まいります。 

1 件 

27 感染症に対する健康診断を無料化してほしい。 

感染症発生時に保健所が必要と判断した場合には、接触者

等に対して無料で検便等の健康診断を行っています。 

なお、通常時においても保健所では、エイズ、Ｂ型・Ｃ型

肝炎につきまして、不安のある方を対象に無料検査を行っ

ています。 

1 件 

28 

概要版で記載されている主な改正点の４つめの「緊

急時における施策に関する事項」について、県民に

対しての情報提供は、テレビ、ラジオなどで、早急

に対応する様な条文が必要なのではないか。 

感染症予防計画では、緊急時の県民への情報提供は複数の

媒体を通じて行うこととしていますので、テレビ、ラジオ

による情報提供を想定しています。 

1 件 

29 

通常の医療においても「患者等への十分な説明と同

意に基づいた医療」が提供されているとは言い難い

現状であり、平時においてさえ出来ないものを緊急

時に望むのは更に無理なことと考えます。 

感染症予防計画では、医師等は患者等への十分な説明と同

意に基づいた医療を提供することが重要としています。従

って、緊急時においても患者等に対して十分な説明を行

い、理解を得るように努めることは必要であると考えてお

ります。 

1 件 

30 

概要版に記載されている主な改正点の４つめの「緊

急時における施策に関する事項」の内容は抽象的す

ぎる。緊急とは具体的にどのような状況なのか。必

要な措置とはどのような措置なのか。 

緊急時とは多くの県民に多大な健康被害を生じる感染症

が発生・まん延している又はその可能性が非常に高まった

状況と考えています。 

必要な措置とは、患者への入院勧告、汚染された場所の消

毒、患者の行動等に関する疫学調査の実施、県民などへの

迅速な情報提供などになります。 

1 件 

31 
結核が復活してきているとは驚きであり、予防計画

でしっかり対応してほしい。 

結核につきましては基本的な内容を感染症予防計画に盛

り込むとともに、具体的な対策については、別に対策プラ

ンを策定し、適切に対応することとしています。 

1 件 

32 
結核の定期の健康診断の実施は、有用であり、極力

早期に対応できるようにすることが望ましい。 

今後とも結核対策を推進し、結核の発生及びまん延防止に

努めていきます。 
1 件 

33 
結核指定医療機関について県は何らかの補助を行

うのか。 

現時点では、結核指定医療機関に対する補助制度はありま

せん。 
1 件 

34 
結核は集団の場（学校、職場等）で感染しないよう

にしてほしい。 

定期健康診断の実施により結核の早期発見に努めていま

す。 
1 件 

35 
結核と感染症法が統一されることで、何か利点があ

るのか。 

特定の感染症に絞った個別法が人権上の問題があるとい

うことから、今回、感染症法に統合されたものです。今回

の統合により、全ての感染症について同じ法律で統一的な

対応が容易になりました。 

1 件 
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36 
病原体等の一種から四種というのはどういうもの

なのか。 

感染症法のなかでは、生物テロや事故による感染症の発

生・まん延を防止するために、病原性、国民の生命及び健

康に対する影響に応じて病原体等を危険度の高いものか

ら順に一種から四種に分類しています。 

一種 エボラウイルス、ラッサウイルスなど 6 病原体 

二種 SRAS コロナウイルス、炭疽菌など 6 病原体 

三種 狂犬病ウイルス、Q熱コクシエラなど 23 病原体 

四種 黄熱ウイルス、コレラ菌など 16 病原体 

1 件 

37 
感染症の一類から五類の分類とはどういうものな

のか。 

感染症法のなかでは、感染した場合の症状の重篤度、感染

力等に応じて感染症を一類から五類に分類しています。 

一類 エボラ出血熱、痘そう（天然痘）など 7 疾病 

二類 結核、ジフテリアなど 4 疾病 

三類 コレラ、細菌性赤痢など 5 疾病 

四類 狂犬病、マラリアなど 41 疾病 

五類 アメーバ赤痢、破傷風など 42 疾病 

3 件 

38 最終責任者に必要な情報が速やかに伝わるのか。 

新型インフルエンザの発生など緊急時には、知事をトップ

とする対策本部を設置し、情報の迅速な伝達と共有化を図

ります。 

1 件 

39 誰が最終の責任を負っているのか。 

感染症予防に関する様々な業務は、それを担当する者が責

任を持って実施しています。新型インフルエンザの発生な

ど緊急時には知事をトップとする対策本部を設置し対応

します。 

1 件 

40 

個人の責任でやれば良いことと思う。国や県は情報

を正しく、インターネット、テレビ等で伝えれば良

いことだと思う。 

今後とも県民の方々に感染症に関する正確な情報、わかり

やすい情報を提供してまいります。 
1 件 

41 

動物から感染する感染症予防対策と動物に関する

衛生管理体制強化と迅速な措置が織り込まれてい

るか。 

感染症予防計画においては、獣医師、その他獣医療関係者、

動物等取扱業者の果たすべき役割を規定しています。ま

た、動物から感染症が感染する可能性のあることについて

は、今後とも県民への情報提供を行っていきます。 

1 件 

42 
インフルエンザにかかった場合、強制的に出社でき

ない条例を制定して欲しい。 

条例によりインフルエンザにかかった方の出社を制限す

ることは困難であると考えております。県としましては、

インフルエンザの予防と感染拡大防止について、今後とも

事業者を含め県民への啓発活動に努めていきたいと考え

ております。 

1 件 

43 

感染症予防計画（改正案）の第 3、2（1）に記載さ

れている「法第 20 条第 5 項に基づく患者等に対す

る意見を述べる機会の付与」について資料「愛知県

感染症予防計画の一部改正（案）の概要」の中に見

出すことができない。 

「法第 20 条第 5 項に基づく患者等に対する意見を述べる

機会の付与」とは、入院の延長に関する勧告を行う際には、

患者等に対して適切な説明を行い、理解を得ることに加

え、意見を述べる機会を与えなければならないとしている

ものであります。資料「愛知県感染症予防計画の一部改正

(案)の概要」では、「1 患者等の人権の尊重の観点から

の改正」の中の「入院延長勧告に対する意見を述べる機会

の付与」に該当します。 

1 件 

 


